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川崎町政治倫理審査会（以下「審査会」という。）は、川崎町政治倫理条例

（平成 10 年条例第 11 号。以下「条例」という。）第 10 条の規定に基づき、川

崎町長から審査を求められた「資産報告書の審査について（依頼）」（平成 26

年 6 月 20 日付川総庶第 17 号）により、審査会を開催し、意見を取りまとめた

ので、下記のとおり提出する。

記

１．審査の対象

   条例第 6 条第 1 項及び第 2 項に定める資産等報告書提出義務者

（町長、副町長、教育長、議長、副議長、議員及びその配偶者：合計 36 名）

２．審査の経過

回数 開催日時 開催場所 審査の概要

１ 7 月 11 日 庁舎会議室 1
審査方法の協議及び資産報告書の審

査

２ 8 月 2 日 庁舎会議室 1
資産報告書の審査及び個別指摘事項

の確認

３ 8 月 18 日 庁舎会議室 1
資産報告書の最終審査、個別指摘事項

の再確認及び審査意見書のまとめ

４ 8 月 28 日 町長室 意見書提出

３．審査の方法

   各提出義務者より提出された資産報告書について、その記載内容が条例

第 7 条（資産報告書の内容）、川崎町政治倫理条例施行規則第 4 条（資産等

報告書の記入方法）に定める要領に則り記載されているか、また、記載内

容について矛盾はないか等を審査し、さらには前年度の資産報告書との比

較を行い、資産等の増減状況、またその原因等に着目しながら資産報告書

の各項目に沿って審査を行った。



４．審査の結果

各提出義務者は全員提出期限を遵守しており、報告書の内容についても

真摯な態度でなされている。また記載内容についても前年度に比べかなり

正確なものとなっている。しかしながら、数名の報告者については記入漏

れや記入欄の間違い等が見られ、今後も更に注意を促す必要がある。

以下に指摘事項を列挙する。

（１）資産について

  ・妻が年金受給者と思われるのに、預貯金が該当なしとなっているもの

（２）貯蓄性保険について

  ・ 区分の欄に種類が記載されていないもの

  ・ 貯蓄性保険として計上しなくてよいもの（終身保険など）

（３）地位及び肩書について

  ・ 記載の必要が無い肩書（町議会議員）が記載されているもの

（４）税等の納付状況について

  ・ 町県民税が納期内に納められていないもの

（５）その他

・ 報告書に空白部分があり、該当なしなのか記入漏れなのか不明なもの

・ 「以下余白」と記入されていないもの

・ 斜線など記入する必要が無いものが記入されているもの、また斜線を引

いている個所に金額を記入しているもの

・ 金額を記入すべき欄に「″」を記入し、金額が記入されていないもの

  なお、今回の資産報告書の記載内容からは、政治倫理基準に抵触するよう

な事案は認められなかった。



５．意見書

政治倫理条例に基づき、自らの資産等を公表し、政治家としての高潔さを明

らかにするという意識は、以前より向上が見受けられるようになったが、前年

度との関連性や記入間違いなどが未だに見受けられる。

今後は、記入誤りや記入漏れ等を無くしていくために、記載についての説明

会をより詳細に行うとともに、条例第 6 条に規定されているように、町長等に

ついては町長に、議員については議長に報告書を提出する義務があるため、町

長、議長はより一層正確な報告がなされるように指導されたい。

報告書は書いて提出すれば良いというものでなく、政治家としての倫理や行

動の高潔さを示すための一手段であるという認識を持たなければならないと考

え、当審査会は、川崎町の政治家にこの認識が定着するよう今後も細心の注意

を持って審査に臨むものである。

６．審査会からの要請

政治倫理基準として、条例第 3 条に町民全体の代表者であり、奉仕者である

町長等及び議員が遵守しなければならないことが規定されている。

この規定を遵守することは当然であるが、町民一人ひとりが政治家の政治倫

理に関心を持つと同時に、条例第 5 条に規定されている町民の責務についても

広く町民に周知していただきたい。

なお、他の市町村においては資産報告書の閲覧を、提出期限から 20 日以内で

はなく、政治倫理審査会終了後に行っているところも見受けられるので、本町

においても審査会の意見と合わせて閲覧できるように条例改正の検討を願うと

ともに、今後は審査会についても、法律に精通した有識者等を委員に加えるな

ど、さまざまな問題に対処できるよう改善をお願いしたい。

７．むすび

以上、当審査会において、各委員が審査し、疑問点、今後の課題等を取りま

とめた意見書をここに提出する。公正で開かれた住民参加型の町政が推進され

るよう、及ばずながら委員一丸となって今後も努力することを申し述べたい。
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